
協議第９号 《継続協議》 

 

 

新市の名称について（名称の決定方法の確認） 

 

 

 

新市の名称決定方法の確認について、次のとおり提案する。 

 

平成１５年 ８月 ８日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

新市の名称については、公募を行ったうえで小委員会において候補を絞り込み、合併協議会で決

定する。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 
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天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容            協定項目番号 ３ 

協 議 事 項  新市の名称について（名称の決定方法の確認） 関 係 項 目  

調整の内容 新市の名称については、公募を行ったうえで小委員会において候補を絞り込み、合併協議会で決定する。 

任意協議会の調整素案  

 

新市の名称 説明資料 

区  分 内    容 

 

１．新市名称選定 

  （案） 
 

 

①法定協議会で新市名称募集要項を策定し、公募する。 

②選定小委員会を設置し、選定小委員会において審査基準を定めたうえで応募作品を１０作品の候補に絞り込む。 

③法定協議会において１０作品の中から新市名称を決定する。 

 

２．新市名称の 

公募（案） 

 

選定小委員会の設置 設   置   す   る 
募集要項等の制定 制   定   す   る 
周知方法 ・協議会だより  ・広報  ・ホームページ 
応募方法 ・応募用紙 ・官製はがき  ・電子メール  ・ファックス 
応募資格 ・３町の居住者・３町の出身者・対象は小学生以上 

応募の記載内容 ・新市の名称・提案理由・住所・氏名・年齢・性別・電話番号・３町の出身者は出身地の町名 

応募基準 

①全国の市町村名に無い名称  
②３町の名称使用について 
（案１）３町の名称は使用しない （案２）組合せでは使用できる〔１字・２字・３字〕  
（案３）３町の名称は使用できる 
③地理的にイメージできる名称 ④特徴を表す名称 ⑤歴史・文化にちなんだ名称 ⑥合併を記念した名称 
⑦その他新市としてふさわしい名称 

懸 賞 ・名付け親賞１人（５万円相当） ・その他の賞 数人（図書券等） 
募集期間 ・平成  年  月  日～  月  日（ ヶ月間） 
その他 ・１人につき１点のみの応募  
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天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 新市名募集要項(案) 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、天王町、昭和町、飯田川町（以下「３町」という。）が合併した後の新市の名称を広く

公募することにより、３町の合併に対する住民の関心を高め、住民参加のまちづくりを一層推進すること

を目的とする。 

 

（公募の方法） 

第２条 応募資格、応募方法等については、次のとおりとする。 

（１）応募資格 

３町の居住者又は出身者で小学生以上の者とする。 

（２）応募方法 

応募は次に掲げる方法のいずれかで、１人につき１点のみの応募とする。 

①応募用紙 

②官製はがき 

③電子メール 

④ファックス 

（３）応募の記載内容 

①新市の名称（ふりがな） ②提案理由 ③住所 ④氏名 ⑤年齢 ⑥性別 ⑦電話番号 

⑧３町の出身者は出身地の町名 

※新市名には、漢字、ひらがな、カタカナのみを使用することとし、漢字の場合は、「ふりがな」を振

ることを明記する。 

（４）応募基準 

  ①全国の市町村名に無い名称 

  ②〔案１〕３町の名称は使用しないこと  

〔案２〕３町の名称は組合せでは（１字・２字・３字）まで使用できる 

〔案３〕３町の名称は使用できる 

  ③地理的にイメージできる名称 

  ④特徴を表す名称 

  ⑤歴史・文化にちなんだ名称 

  ⑥合併を記念した名称 

  ⑦その他新市としてふさわしい名称 

（５）応募期間 

   募集期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。 

 

（周知方法及び結果の公表） 

第３条 名称応募の条件、方法及び結果の公表については、合併協議会ホームページ、合併協議会だより、

３町の広報等により周知する。 
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（選定手順） 

第４条 新市の名称は、次のとおり選定するものとする。 

  ①「新市名称候補選定小委員会」において、審査基準を定めたうえで応募作品を１０作品の候補に絞り

込む。 

  ②合併協議会において１０作品の中から新市の名称を決定する。 

 

（名称の帰属） 

第５条 採用された名称に関する一切の権利は、天王町、昭和町、飯田川町に帰属するものとする。 

 

（記念品贈呈） 

第６条 記念品の贈呈対象者等については次のとおりとする。 

①贈呈対象者 

賞品の贈呈対象者は、新市の名称として採用された名前を応募した者とする。 

なお、該当する者が複数の場合は、抽選により決定するものとする。 

②賞品 

・名付け親賞１人（５万円相当） ・その他の賞 １０人（図書券等） 

 

（その他） 

第７条 この要項に定めない事項については、会長が別に定める。 

 

 

- 4 - 



 

新市名称候補選定小委員会設置要領（案）      

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、新市名称候補選定小委員会（以下「小委員会」という。）に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 小委員会は、次の各号に掲げる事項について、協議又は調整するものとする。 

（１）天王町、昭和町、飯田川町が合併した場合における新市の名称の候補の選定 

（２）新市の名称の選定基準に関すること。 

（３）その他新市の名称に関し必要な事項 

 

（組織） 

第３条 小委員会は、３町の長が定めた学識経験を有する者各２名をもって組織する。 

 

（役員） 

第４条 小委員会に次の役員を置く。 

（１）委員長  1名 

（２）副委員長 1名 

２ 役員は、委員の互選により選出する。 

 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、小委員会を代表し、会を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 会議は、委員長が招集するものとする。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

 

（報告） 

第７条 委員長は、小委員会の協議又は調整の経過及び結果について、随時協議会の会議に報告するものと

する。 

 

（庶務） 

第８条 小委員会の庶務は、協議会事務局において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要領に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成１５年  月  日から施行する。（協議会での確認日から施行する） 
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協議第１０号 《継続協議》 

 

 

新市の事務所の位置について（合併時の事務所の位置の確認） 

 

 

 

合併時の事務所の位置について、次のとおり提案する。 

 

平成１５年９月２５日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

新市の事務所の位置は、合併時は南秋田郡    町    字    番地とする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 
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天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容                  協定項目番号 ４ 

協 議 事 項        新市の事務所の位置について（合併時の事務所の位置の確認） 関 係 項 目        

調整の内容 新市の事務所の位置は、合併時は南秋田郡    町    字    番地とする。 

 

新市の事務所の位置（合併時の事務所の位置の確認） 説明資料 

現 況 

天王町 昭和町 飯田川町 

天王町役場 

・住    所 天王町天王字上江川４７－１００ 

昭和町役場 

・住    所 昭和町大久保字堤の上１－３ 

飯田川町役場 

・住  所 飯田川町下虻川字八ツ口７０ 

・施 設 規 模 
 ○本庁舎（鉄筋コンクリート造２階建） 
敷地面積 1,478.5㎡ 延床面積 1,080㎡ 
○第２庁舎 
敷地面積 831.85㎡ 延床面積 292㎡ 
○追分出張所 
敷地面積 2,605.42㎡ 延床面積 991㎡ 

・施 設 規 模 

 鉄骨鉄筋コンクリート造２階建 敷地面積 13,390㎡ 
延床面積 3,643.94㎡ 

 

 

 

 

・施設規模 
 鉄筋コンクリート造２階建 敷地面積 6,500㎡ 

延床面積 1,996.16㎡ 
 

 

 

 

・竣    工 
 ○本庁舎   昭和４０年 建設費 ３２百万円 
○第２庁舎  平成 ８年 改修費  ６百万円 
（旧職員会館建設年度 昭和４８年建設費１５百万円） 
○追分出張所 平成 ８年 改修費  １百万円 
（勤労青少年ホーム建設年度昭和６０年建設費 

１５５百万円） 

・竣    工 

 平成８年 建設費 1,313百万円 
・竣  工 

 昭和５８年 建設費 483百万円 
 

 

・庁舎建設基金 ３３２，６５５千円（１４年度末） ・庁舎建設基金 なし ・庁舎建設基金 なし 
・職 員 数 条例定数１８０人  実 数１６５人 ・職 員 数 条例定数１１７人  実 数９８人 ・職 員 数 条例定数７７人  実 数７１人 

・庁舎内職員数 ○本庁舎５７人 ○第２庁舎２６人 
○追分出張所２人  合計 ８５人 

・庁舎内職員数 ７３人 ・庁舎内職員数 ４２人 
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協議第１１号 《継続協議》 

 

 

財産の取扱いについて（財産及び債務の取扱い） 

 

 

 

財産及び債務の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年８月２７日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

 ３町の所有する財産及び債務については、すべて新市に引き継ぐものとする。 

 ただし、基金については３町それぞれの持ち分とし、地域振興の事業推進に支消する 

ものとする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 
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協定項目番号　５

協　議　事　項 関　係　項　目

調　整　内　容 　３町の所有する財産及び債務については、すべて新市に引き継ぐものとする。 

　ただし、基金については３町それぞれの持ち分とし、地域振興の事業推進に支消するものとする。 

参　考　資　料

　　この資料は、平成１４年度の決算数字であり、この数値どおり新市に引き継がれるものではありません。

１．財産 １．財産 １．財産

（１）公有財産 （１）公有財産 （１）公有財産

　①土地 １，０７９，５８３．７６㎡ 　①土地 ７９７，１９５．３３㎡ 　①土地 ３４７，９３５．００㎡

　②建物 ８８，３３６．０７㎡ 　②建物 ４７，０６６．０３㎡ 　②建物 ２４，１７４．００㎡

　③動産 救助艇１艇 　③動産 なし 　③動産 なし

　④有価証券 １６５千円 　④有価証券 ３，１３１千円 　④有価証券 ２，２００千円

　⑤出資による権利 ８３，４２２千円 　⑤出資による権利 ５４，７３８千円 　⑤出資による権利 １２，１０８千円

（２）物品（車両） ４３台 （２）物品（車両） ３３台 （２）物品（車両） ２２台

（３）債権 ８２，９８８千円 （３）債権 ３，４４０千円 （３）債権 ２，９０１千円

（４）基金 １，３３７，９８２千円 （４）基金 ３１３，０４０千円 （４）基金 ４８２，５４０千円

（５）土地開発基金 １５５，５２６千円 （５）土地開発基金（土地含） ３０，０００千円 （５）土地開発基金 ５９，２４５千円

２．債務 ２．債務 ２．債務

（１）地方債現在高 １４，８１５，０４２千円 （１）地方債現在高 １０，３４５，０５１千円 （１）地方債現在高 ４，８９４，２０９千円

（２）債務負担行為 ２４９，３２２千円 （２）債務負担行為 ６８０，５１０千円 （２）債務負担行為 ３７４，３３７千円

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

現　　　　　　　　　　況　　（総　　括　　表）

天王町 昭和町 飯田川町

　財産の取扱い（財産及び債務の取扱い）
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協議第１５号 《継続協議》 

 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１１月２８日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、

平成○○年○○月○○日まで引き続き新市の議会議員として在任する。 

２．新市の議会議員の定数は、○○人とする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 
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協定項目番号　　６

定　数 定　数 定　数

任期満了日 任期満了日 任期満了日

昭和町 飯田川町

現　　　　　　　況

平成19年2月15日 平成17年9月29日 平成18年10月29日

２０人 １８人 １６人 １　議会議員については、市町村の合併の
特例に関する法律第７条第１項第１号の規
定を適用し、平成○○年○○月○○日まで
引き続き新市の議会議員として在任する。
２　新市の議会議員の定数は、○○人とす
る。

調整内容

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項 関係項目議会議員の定数及び任期の取扱い

１．　議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、平成○○年○○月○○日まで引き続き新
市の議会議員として在任する。
２．　新市の議会議員の定数は、○○人とする。

具体的な調整方法
天王町
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１　天王町、昭和町及び飯田川町の現状等

（単位：人）
法　　　定
議員定数

各町条例
議員定数

定数特例 在任特例
 人　　口
（平１２国調）

任　　期

天王町 26 20 20 21,687 H19.2.15
昭和町 18 18 18 8,997 H17.9.29
飯田川町 18 16 16 5,027 H18.10.29
計 62 54 52 54 35,711

２　原則（特例措置の適用なし）
　　合併前の市町村の議員はすべて身分を失い、合併後５０日以内に新たな議員の設置選挙を行う。

一般選挙

３　定数特例（特例法第６条第１項の適用）
　　合併する市町村が協議を行い、法定定数の２倍以内で議員定数を設定し、合併後５０日以内に設置選挙を行う。

一般選挙

４　在任特例（特例法第７条第１項第１号の適用）
　　合併する市町村が協議を行い、合併前の市町村の議員全員が合併後２年以内の期間引き続き在任する。

一般選挙（任期４年）選挙なし 一般選挙

合併

議会の定数特例・在任特例について（新設合併）

設置選挙（任期４年） 一般選挙

合併

参考資料

２６×２

設置選挙（任期４年） 一般選挙

合併

地方自治法第９１条による定数
２６人以内

地方自治法第９１条による定数
の２倍の範囲

２６人×２＝５２人（上限）
地方自治法第９１条による定数

２６人以内

２年を超えない範囲で協議に
より定める期間在任 地方自治法９１条による定数

２６人以内
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参 考 資 料

県内合併協議会 議会議員の任期の取扱い

○協議会で協議中
合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況

本荘由利一市七町合併協議会 ８市町 在 任 平成 17年 10月 31日 30人
※ 人口 92,843人 (法 定 数 )30人

現在の議員定数 任期満了日
本荘市 ２４人 平成１９年 ４月２９日
矢島町 １６人 平成１９年 ４月２９日
岩城町 １６人 平成１６年 ７月２７日
由利町 １６人 １４人 平成１５年１２月 ７日 ※ H15.1.1選 挙 から 14人（ ）
大内町 １８人 １６人 平成１７年 ９月２９日 ※ H15.1.1選 挙 から 16人（ ）
東由利町 １４人 平成１６年 ７月２２日
西目町 １４人 平成１９年 ４月３０日
鳥海町 １６人 平成１６年 ３月３０日

（ ）計 １３４人 １３０人

協議会で協議中○
合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況

田沢湖・角館・西木合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 10月 31日 24人
※ 人口 33,565人 (法 定 数 )26人

現在の議員定数 任期満了日
田沢湖町 ２０人 平成１７年 ９月２９日
角館町 ２０人 平成１６年 ３月３０日
西木村 １６人 平成１７年 ９月２９日
計 ５６人

○協議会で協議中 合併期日 平成 16年 11月 1日 予定
合併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況

平成 17年 9月 30日 24人千 畑町 ･六 郷町 ･仙 南村合併協議会 ３町村 在 任
※ 人口 24,207人 法 定数 )26人(

現 在の議員定数 任期満了日
千畑町 １８人 １６人 平成１６年 ３月３０日 ※ H15.1.1選 挙 から 16人（ ）
六郷町 １６人 平成１９年 ４月３０日
仙南村 １６人 平成１７年 ９月２９日

（ ）計 ５０人 ４８人



協議第１６号 《継続協議》 

 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 

 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１１月２８日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．新市に１つの農業委員会を置き、３町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の

合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成１７年７月１９日ま

で引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 

２．新市の選挙による委員の定数は、○○人とする。また農業委員会等に関する法律第１２条第２

号の規定による選任による委員の定数は、○人とする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 
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天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容      協定項目番号   ７                 

協 議 事 項         農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 関 係 項 目         

調整の内容 

１．新市に１つの農業委員会を置き、３町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律

第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成１７年７月１９日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員と

して在任する。 

２．新市の選挙による委員の定数は、○○人とする。また農業委員会等に関する法律第１２条第２号の規定による選任によ

る委員の定数は、○人とする。 

 

 天王町 昭和町 飯田川町 

現
在
の
農
業
委
員
会
委
員
の
数
及
び
任
期 

 

＊ 総数    １７人 

 

① 選挙による委員   １０人（定数１０人） 

 

② 選任による委員    ７人 

・農業協同組合推薦  １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ５人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)   １，４９９ 

 

農家数 （戸)    ７２６  

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 総数    １５人 

 

①選挙による委員   １１人（定数１１人） 

 

②選任による委員    ４人 

・農業協同組合推薦  １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ２人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)    ９７７ 

 

農家数 （戸)   ７６６  

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 

 

 

＊ 総数   １５人 

 

① 選挙による委員 １１人（定数１２人） 

 

② 選任による委員    ４人 

・農業協同組合推薦   １人 

・農業共済組合推薦  １人 

・町議会推薦     ２人 

 

＊任期満了日  平成１７年７月１９日 

 

農地面積（ha)    ６４８ 

 

農家数 （戸)   ３６２ 

（平成１２年２月１日現在農林業センサス） 
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新
市
農
業
委
員
会
の
定
数
及
び
任
期 

 

 

 

場合 

後の農業委員会の委員    

 ● 選挙による委員 《３２人》 

               ＊現在の３町の農業委員が、合併の日から１年を超えない範囲で引き続き在任する。  

「市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号」 

               天王町   １０人  

  昭和町   １１人 

  飯田川町 １１人 

 

            ● 選任による委員 《８人以内》 

               ＊現在の委員は合併前日に失職し、新たに選任する。  

「農業委員会等に関する法律第１２条第１項」 

 

                         農業協同組合が推薦した理事 ２人  

 農業共済組合が推薦した理事 １人 

 市議会が推薦した学識経験者 ５人以内  

区  分 選任方法等 定  数 任  期 根 拠 法 令 

原 則   新たに選挙する 条例で定める数 3 年 

農業委員会等に関する法律第

3 条、第 7 条及び第 15 条の各

第 1項 
1 つの委員会を置く

特 例   

右記の定数を超えるとき

は、合併関係市町村の選

挙による委員で互選する

協議により 80 を超

えず 10 を下らない

数 

合併後 1 年を超え

ない範囲で合併関

係市町村の協議で

定める期間 

農業委員会等に関する法律第

3条、市町村の合併の特例に関

する法律第 8 条第 1 項、第 2

項 
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在任特例の

 

【参考】合併

      

      

      

      

      

   

 

 

 

 

新市に

場合 
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参 考 資 料

県内合併協議会 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて

○協議会で確認済
農業委員会選挙人名簿数 34,857人 (平 成 14年 3月 31日 )

合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
在 任 平成 17年 7月 19日 40･30人大 曲 仙北合併協議会 ８市町村

２つの農業委員会 旧市町村ごとに選挙区を設ける ※大曲市 ･中 仙 町 ･仙 北町 ･太 田町 40人 ＋ (7)
神 岡 町 ･西 仙 北町 ･協 和 町 ･南 外村 30人 ＋ (7)

選 挙 による人数 ＋ 選任委員

任期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

大 曲市 ２２人 平成１７年７月１９日17人 3人 2人
神岡町 １５人 平成１７年７月１９日10人 3人 2人
西 仙北町 １６人 平成１７年７月１９日13人 1人 2人
中仙町 ２０人 平成１７年７月１９日14人 4人 2人
協和町 １５人 平成１７年７月１９日12人 1人 2人
南外村 １４人 平成１７年７月１９日10人 2人 2人
仙北町 １７人 平成１７年７月１９日12人 3人 2人
太田町 １８人 平成１７年７月１９日12人 4人 2人

100人計

○協議会で協議中
農業委員会選挙人名簿数 7,411人 (平 成 14年 3月 31日 )

合 併協議会名 市町村数 適用特例 適用状況
田沢湖・角館・西木合併協議会 ３町村 在 任 平成 17年 7月 19日 20人

選挙による委員

任 期満了日委員定数合計 選挙による委員 議会推薦 農協 ･共 済 推薦

田 沢湖町 １９人 平成１７年７月１９日14人 3人 2人
角館町 １６人 平成１７年７月１９日11人 3人 2人
西木村 １５人 平成１７年７月１９日10人 3人 2人

35人計

○協議会で確認済 横手平鹿合併協議会 在任特例を適用 平成 17年 7月 19日



協議第２９号  

 

 

ごみ収集運搬業務の取扱いについて 

 

 

 

ごみ収集運搬業務の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１２月１９日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．一般廃棄物収集運搬体制については、平成１７年度から統一する。 

２．ごみ袋等の取扱いについては、当面現行のとおりとし、新市において販売方法を調整する。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 
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協定項目番号　２４－１７

事務事業名

一般廃棄物収集 １）分別方法 １）分別方法 １）分別方法

　運搬体制　　 燃えるごみ 週２回 燃えるごみ 週２回 燃えるごみ 週２回 燃えるごみ週２回

燃えないごみ（有害） 週１回 燃えないごみ（有害） 週１回 燃えないごみ（有害） 週１回 燃えないごみ週１回

資源ごみ 資源ごみ 資源ごみ 資源ごみ週１回

（ダンボール・新聞紙・雑誌類・ペットボトル） （ダンボール・新聞紙・雑誌類・ペットボトル） （ダンボール・新聞紙・雑誌類・ペットボトル）

週１回 月１回 月２回

粗大ごみ ３ヶ月に１回 粗大ごみ ３ヶ月に１回 粗大ごみ ３ヶ月に１回 粗大ごみ年４回

廃タイヤ 年１回 廃タイヤ 年１回 廃タイヤ年１回

２）収集運搬方法 ２）収集運搬方法 ２）収集運搬方法 現行のとおり。

町の委託業者が収集車により運搬 町の委託業者が収集車により運搬 町の委託業者が収集車により運搬

３）処分体制 ３）処分体制 ３）処分体制

湖南地区衛生処理組合 湖南地区衛生処理組合 湖南地区衛生処理組合

ごみ袋等の 　一般家庭から出るごみの処理をするごみ袋 一般家庭から出るごみの処理をするごみ袋 一般家庭から出るごみの処理をするごみ袋

取扱い については、各地区保健会に委託して販売。 については、町と契約した小売店が町から については、町婦人会に販売を委託している。

ごみ袋を購入し販売している。 婦人会の各地区の長の他、婦人会の委託を

受けた町内の店舗でも取り扱いをしている。

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

協議事項 ごみ収集運搬業務の取扱いについて 関係項目

２．ごみ袋等の取扱いについては、当面現行のとおりとし、新市において販売方法を調整する。
調整内容

１．一般廃棄物収集運搬体制については、平成１７年度から統一する。

当面現行のとおりと
し、新市において販売
方法を調整する。
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協議第３０号  

 

 

環境対策事業の取扱いについて 

 

 

 

環境対策事業の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１２月１９日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

１．生ごみ堆肥化補助事業については、平成１７年度から天王町の例により実施する。 

２．廃棄物減量等推進委員会、廃棄物減量等推進協議会及び環境審議会については、新市において

設置する。 

３．公害対策事業については、新市において実施する。 

４．廃棄物処理計画等については、新市において策定する。 

５．し尿処理については、当面現行のとおりとする。 

６．合併後、公共施設のＩＳＯ１４００１認証取得に努めるものとする。 

７．犬の登録事務については、現行のとおりとする。 

 

 

 

 

 平成  年  月  日確認 
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協定項目番号　２４－１８

１．生ごみ堆肥化補助事業については、平成１７年度から天王町の例により実施する。　　

２．廃棄物減量等推進委員会、廃棄物減量等推進協議会及び環境審議会については、新市において設置する。

３．公害対策事業については、新市において実施する。

４．廃棄物処理計画等については、新市において策定する。

５．し尿処理については、当面現行のとおりとする。

６．合併後、公共施設のＩＳＯ１４００１認証取得に努めるものとする。

７．犬の登録事務については、現行のとおりとする。

事務事業名

ごみ処理に関する助成 生ごみ堆肥化補助事業 生ごみ堆肥化補助事業 生ごみ堆肥化補助事業

・コンポスト１台につき3,000円の助成 ・コンポスト１台につき2,000円の助成 ・コンポスト１台につき3,000円の助成

・ＥＭ菌による生ゴミ減量・堆肥化

・ＥＭバケツを１世帯に２個で

　　2,000円の補助

・生ごみ搾り器を無料配布

廃棄物減量等推進員 天王町廃棄物減量等推進員 飯田川町廃棄物減量化等推進員

推進員 ２８名 推進員 １１名

任期 　２年 任期 　２年

廃棄物減量等推進協議会 天王町廃棄物減量等推進協議会 昭和町廃棄物減量等推進協議会 飯田川町廃棄物減量化等推進協議会

委員 ９名 委員 ９名 委員 １０名

任期 ２年 任期 ２年 任期 　２年

環境審議会 環境審議会 環境審議会

委員　　 ７名以内 委員 １５名以内

任期 ２年 任期 ２年

公害対策事業 各種公害調査 各種公害調査 各種公害調査

水質調査（海域、地下水、農業用水路） 水質調査（湖沼）

一般騒音調査

廃棄物処理計画等 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画

未策定 未策定 未策定

分別収集計画 分別収集計画 分別収集計画

H１４年６月策定 H１４年６月策定 H１４年６月策定

策定する。

調整内容

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

天王町の例による。

設置する。

環境対策事業の取扱について 関係項目

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項

新市において

新市において

新市において

実施する。
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事務事業名

し尿処理 １．し尿収集運搬業者 許可制 １．し尿収集運搬業者 許可制 １．し尿収集運搬業者 許可制

２．処理体制 ２．処理体制 ２．処理体制

　男鹿地区衛生処理一部事務組合 　昭和町衛生センタ－ 　飯田川町衛生センタ－

ISO１４００１

認証取得　　 なし なし なし

犬の登録 １．登録受付 １．登録受付 １．登録受付

役場窓口で随時受付、あるいは狂犬病 　　　　左に同じ 　　　　左に同じ

予防注射時に受け付ける。

２．登録手数料 ３，０００円 ２．登録手数料　　　左に同じ ２．登録手数料　　　左に同じ

登録数 １，０８３頭 登録数 ４０７頭 登録数 ２７９頭

　　ＩＳＯ１４００１とは

　　　国際標準化機構（ISO）により、企業や官公庁などが組織として環境に配慮した事業活動を継続的に行うための基準（環境マネジメントシステム）を国際的

　　　に規格化したものです。環境に配慮し、環境負荷を継続的に減らすシステムを構築した組織にＩＳＯ１４００１認証を与えます。認証を与えられた団体は

　　　環境方針を策定し、それに基づき、環境への負荷の低減のための計画を立て、実施し、実施状況を点検し、問題があれば見直しをする、このサイクルを

　　　繰り返すことが必要です。

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

合併後、公共施設のＩ
ＳＯ１４００１認証取
得に努める。

 現行のとおり。

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町 昭和町 飯田川町

 当面現行のとおり。

- 22 -



協議第３１号  

 

 

公立学校の通学区域の取扱いについて 

 

 

 

公立学校の通学区域の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１５年１２月１９日提出 

 

 

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会 

会 長  石 川  光 男 

 

 

 

公立学校の小学校、中学校の通学区域については、当面現行のとおりとし、必要に応じて新市に

おいて調整する。 

 

 

 

 

平成  年  月  日確認 
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協定項目番号　２４－２４

 　公立学校の小学校、中学校の通学区域については、当面現行のとおりとし、必要に応じて新市において調整する。

事務事業名

小学校 小学校 小学校

学校数 ４校 学校数 ２校 学校数 １校

学級数 ５７学級 学級数 ２０学級 学級数 ９学級

児童数 １，４８８人 児童数 ４８１人 児童数 ２５０人

平成１５年５月１日現在 平成１５年５月１日現在 平成１５年５月１日現在

天王小学校 大久保小学校 飯田川小学校

　・学級数 ２１学級 　・学級数 １４学級 　・学級数 ９学級

　・児童数 ５５９人 　・児童数 ３９３人 　・児童数 ２５０人

　・敷地面積 ２０，９４８㎡ 　・敷地面積 ３３，１６６㎡ 　・敷地面積 ２９，３５４㎡

　・通学区域 ハラヘ（一部）、干潟、天塩、沖田 　・通学区域 大久保、乱橋、八丁目 　・通学区域 飯田川町
上堰、境田、塩口、小分（一部）

江川（一部）、持長根（一部） 豊川小学校
宮の後（一部）、御休下（一部） 　・学級数 ６学級
児玉、沖田台、塩口北野、藤伍の宮 　・児童数 ８８人
不動台上、不動台、不動下 　・敷地面積 １９，８４６㎡
穂丈谷地、中羽立、羽立、中干潟 　・通学区域 豊川上虻川、豊川岡井戸
松渕、羽立片山、浜山、上江川、二田 豊川船橋、豊川槻木
下分水、中分水、上分水、下新縄手 豊川龍毛、豊川山田
中新縄手、上新縄手、羽立北野、開

碇、高田、沖中谷地、上沖中谷地

上谷地、南干潟、野沢、桃の木台下

桃の木台上（一部）、万六、万六溜池下

江川上谷地（一部）、蒲沼（一部）、持谷地

鶴沼台（一部）、下狼縁、草乙女溜池下

上狼縁（一部）、棒沼台（一部）

下浜山（一部）、江川谷地

天王町 昭和町 飯田川町

当面現行のとおりとして、必要
に応じて新市において調整す
る。

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

小学校の通学区域

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

協議事項

調整内容

公立学校の通学区域の取扱い 関係項目
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事務事業名

出戸小学校

　・学級数 １４学級

　・児童数 ３２８人

　・敷地面積 ２２，４１９㎡

　・通学区域 鶴沼台（一部）、池沼溜池下、蒲沼（一部）

上狼縁（一部）、棒沼台（一部）

下出戸（一部）、下浜山（一部）、西長根

三枚橋下、細谷長根、上出戸、中浜山

北野、細谷、大長根（一部）、長沼下（一部）

江川上谷地（一部）、桃の木台上（一部）

東湖小学校

　・学級数 ６学級

　・児童数 １６３人

　・敷地面積 １０，９１５㎡

　・通学区域 天王、一向、上の台、道合、コアツコ

ハラヘ（一部）、持長根（一部）

御休下（一部）、江川（一部）

宮の後（一部）、小分（一部）

追分小学校

　・学級数 １６学級

　・児童数 ４３８人

　・敷地面積 ２６，４２４㎡

　・通学区域 追分西、上北野、追分、長沼

長沼下（一部）、大長根（一部）

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

天王町 昭和町 飯田川町
具体的な調整方法

現　　　　　　　況
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事務事業名

中学校 中学校

学校数 ２校 学校数 １校

学級数 ２０学級 学級数 １４学級

生徒数 ６６０人 生徒数 ４０８人

（昭和　２５９人、飯田川　１４９人）

平成１５年５月１日現在 平成１５年５月１日現在

天王中学校 羽城中学校

　・学級数 ９学級 　・学級数 １４学級

　・生徒数 ３１７人 　・生徒数 ４０８人

　・敷地面積 ５８，６５６㎡ （昭和　２５９人、飯田川　１４９人）

　・通学区域 天王小学校、東湖小学校の各通学区域 　・敷地面積 ５６，３４２㎡

　・通学区域 昭和町、飯田川町

天王南中学校

　・学級数 １１学級

　・生徒数 ３４３人

　・敷地面積 ６４，９９６㎡

　・通学区域 出戸小学校、追分小学校の各通学区域

具体的な調整方法
現　　　　　　　況

天王町・昭和町・飯田川町合併協議会の調整内容

中学校の通学区域

天王町 昭和町 飯田川町
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次 回 開 催 日 について 

 
 

第９回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会開催日 
開 催 日  平成１６年 １月２３日（金） 午後２時～ 
開催場所  飯田川町公民館 

 

 

第１０回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会開催日 
開 催 日  平成１６年 ２月１３日（金） 午後２時～ 
開催場所  昭和町農村環境改善センター 

 

 

第１１回天王町・昭和町・飯田川町合併協議会開催日 
開 催 日  平成１６年 ２月２６日（木） 午後２時～ 
開催場所  天王町福祉センター 

 

 

※ 協議会の開催予定 

回 数 開催期日 時 間 場  所 備考 

第１２回 ３月２６日 午後２時 飯田川町公民館  

 

 

なお、原則毎月第４金曜日とし、協議事項が多数想定される時期については月２回となります。 

また、都合により日程や開催場所を変更する場合は、随時連絡いたします。 
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